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当法人における新型コロナウイルス感染症の感染状況報告の終了について 

 

 

令和 5 年 5 月 8 日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5 類感染

症」に変更されていることから、当法人各施設の感染状況報告を令和 6 年 3 月 31 日をもっ

て終了させて頂きます。 

なお、クラスター等で事業の運営に影響を及ぼす場合には、当ホームページにてご報告さ

せて頂きます。 

 何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 


